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１．事業運営の基本方針 

 

令和４年度は、「事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」（以下「監督命令」とい

う。）を受け策定した「ＪＲ北海道グループ中期経営計画２０２３」（以下「中期計画」とい

う。）及び令和１３年度の経営自立をめざしたＪＲ北海道グループ長期経営ビジョン「未来

２０３１」（以下「長期経営ビジョン」という。）の４年目として、新型コロナウイルス感染

症の影響が残る中、「安全の再生」「お客様・社員への感染拡大防止」「収入挽回」「コスト

削減」など計画した各種施策に着実に取り組んだ。 

 

 鉄道事業においては、「安全計画２０２３」に基づき重大事故に繋がる危険事象に対する

再発防止対策を継続するなど安全性の維持・向上の取り組みを着実に推進したほか、令和３

年度に発生した札幌圏の雪害を受けた冬期安定輸送対策を実施した。また、非対面・非接触

サービスの強化、「花たび そうや」号等の観光列車の運行、鉄道開業 150 周年を記念した

商品の販売、北海道の「ぐるっと北海道・公共交通利用促進キャンペーン」を活用した「ＨＯ

ＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ６日間周遊パス」の販売、１０月からの水際対策の大幅緩和に

よるインバウンドの再開を受けた取り組み等を実施した。 

開発・関連事業においては、札幌駅周辺再開発事業を推進するとともに、旧極楽湯さっぽ

ろ手稲店用地において当社オリジナルの賃貸マンションブランド「ジュノール」の第１号物

件及び商業施設を開業した。また、既存ホテルからの業態変更を進めていたサービス付き高

齢者向け住宅「ブランＪＲ帯広駅前」を開業した。 

持続可能な交通体系の構築については、留萌線（石狩沼田～留萌間）（令和５年３月末）、

同（深川～石狩沼田間）（令和８年３月末）を鉄道廃止・バス転換することに関係自治体等の

合意をいただいた。また、各線区において第２期アクションプランに基づく各種取り組みを

推進した。 

 北海道新幹線札幌延伸に向けては、札幌駅の工事を進め１０月に１１番線の使用を開始し

たほか、東京～札幌間４時間半の実現をめざし、新函館北斗～札幌間の最高時速３２０ｋｍ

化工事の施工を（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「鉄道・運輸機構」という。）

へ委託する協定を締結するなど着実に進めた。 

さらに、経営改善の取り組み状況の四半期毎の検証（ＫＰＩ検証）については、コスト削

減等多くの項目で目標を達成した一方、未達の項目については原因の分析と対策の実施に取

り組むなど、ＰＤＣＡサイクルが機能するよう取り組んでいるところである。 

 

 令和５年度は中期計画の最終年度となる。鉄道運輸収入が完全にはコロナ前の状況に回復

しないと考えられることから、自助努力を最大限実施するとともに、国・道の支援を有効活

用し、財務基盤の安定化と収益基盤の強化を図ることによって、令和１３年度の経営自立を

実現すべく全力を挙げて取り組むこととする。 

 

 安全の再生については、函館線大沼駅構内における貨物列車脱線事故が発生してから１０

年の節目の年であるため、反省と教訓が風化することの無いよう一層取り組みを進めるとと

もに、「安全計画２０２３」に計画した各種施策を着実に実施し安全性の向上を図る。 

営業利益の確保に向けては、引き続き感染防止に努めながら、「Ｎｅｗ Ｒａｉｌｌｉｆ

ｅ」の取り組みを進めるほか、令和５年３月に開業した「北海道ボールパークＦビレッジ」

のアクセス輸送や、需要の回復傾向にあるインバウンドの取り込み、観光列車の運行などに

より、鉄道運輸収入の確保に最大限努める。 

 鉄道オペレーションの変革については、国からの支援を有効活用し、Ｋｉｔａｃａエリア

の拡大などシステムチェンジを推進する。 
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開発・関連事業については、旧ホテルさっぽろ弥生用地（北３西１２地区）、桑園社宅用

地など、事業性の見込める札幌市内の不動産開発の早期事業化や観光地における新たなホテ

ルブランドの開発に取り組む。 

経営自立の核となる札幌駅周辺再開発事業で展開する「商業」「オフィス」「ホテル」の

計画策定を行うとともに、新幹線札幌駅工事が本格化することから、道都札幌の玄関口にふ

さわしいまちづくりに貢献できるよう、物価高騰による事業費増大等のリスクを適切にコン

トロールしつつ、難易度の高い工事を計画通りに推進する。 

 コスト削減については、動力費や光熱費をはじめとする物価高騰に対応するため、長期経

営ビジョンに計画した取り組みの前倒しを進めるなどグループを挙げて取り組む。 

 お客様満足度の向上については、駅・車両のバリアフリー化を進めるとともに、お客様へ

のアンケート結果等に対応し、サービス改善に努める。 

 持続可能な交通体系の構築については、留萌線（深川～石狩沼田間）において鉄道事業廃

止後の代替交通について協議を進めるほか、根室線（富良野～新得間）において新たな交通

体系の検討・準備を進める。また、「利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が

必要な線区」については、監督命令における第２期集中改革期間の最終年度となることから、

アクションプランの着実な推進に加え、調査・実証事業を実施し、「総括的な検証」を行うと

ともに「事業の抜本的な改善方策」を検討する。また、地域交通を持続的に維持する仕組み

等の構築について主体的に関係者との検討・協議を進める。 

人材の確保・育成については従業員エンゲージメントの向上のため、働き方の見直しや働

きやすい環境の整備を行うとともに、社内コミュニケーションの充実を図る。このほか、系

統間の異動や自己都合退職者を対象とした再雇用など、引き続き喫緊の課題である若年退職

対策を進める。 

 さらに、社会への情報発信、地域貢献や地域との連携、カーボンニュートラル及びコンプ

ライアンスの徹底について、継続して取り組んでいく。 

 

本年５月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の分類において第５類へ引き下げられ

る。これに伴い人流の回復も期待されることから、これに応じて商機を逃さず適切に対応し

ていく。一方、今後も感染症の拡大をはじめ社会情勢の激変等に対する備えが不可欠である

との認識のもと、鉄道事業においては、変動する需要に柔軟かつスピーディーに対応すると

ともに、開発・関連事業においては既存の事業の枠にとらわれず「事業ポートフォリオの変

革」を強力に進めていく。厳しい経営環境が続くが、長期経営ビジョンに掲げた北海道新幹

線の札幌延伸の効果が発現する令和１３年度の経営自立を目指す。 

 

以上の基本的な考え方に基づき、令和５年度の事業運営の方針を以下のとおりとする。 

 

（１）安全輸送の確保 

 

 安全輸送の確保に向け、「ＪＲ北海道 安全の再生」を基本方針として、「安全計画２０２

３」に基づき、重大事故や重大労災、危険事象の未然防止・再発防止対策に引き続き取り組

み安全性の向上を図る。 

 

① 安全運行体制の充実・強化 

 

 「安全計画２０２３」に基づき、「安全意識を高め、命を守るためにとるべき行動の定着」

「命を守るための仕組み作りと取り組みの徹底」「安全管理体制の維持と安全確保を最優先

とした事業運営」を推進する。 
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 具体的には、「お客様の命」「社員の命」を守るためにとるべき行動として「安全第一、安

定第二」「危ないと思ったらすぐに列車を止める」「現地の判断が最優先」など「ＪＲ北海道

安全の再生」に基づく行動を引き続き実践する。また、ドア扱い誤り、待避誤りや移動禁止

合図等に関わる重大事故に繋がる危険事象について、再発防止対策を継続する。 

さらに、安全推進委員会及び同専門部会において、重大事故やインシデント、重大な事故

に至る可能性がある事象に対して、原因究明・再発防止策の策定並びに対策の進捗状況及び

有効性について半年後、２年後のトレースを継続するほか、「安全アドバイザー会議」での

外部有識者からの鉄道の安全に関わる施策等への助言を取り組みに反映させる。加えて、タ

ブレット端末を活用した運転支援アプリの開発を進める。 

「安全計画２０２３」の達成に向け、進捗状況を定期的にトレースし、計画を着実に進め

るとともに、次期安全計画を策定する。 

 

② 輸送施設の安全性の向上 

  

線路設備については、橋マクラギの合成マクラギ化や函館線、室蘭線のロングレール化等

を進め軌道強化を引き続き推進する。 

 車両故障対策については、Ｈ１００形電気式気動車及び７３７系電車の新製による老朽

取替、７８９系特急電車や２６１系特急気動車等の重要機器取替を推進する。 

 電気設備については、室蘭線の運行管理システムの更新工事を推進するとともに、青函ト

ンネルき電用特高ケーブルや函館線電車線支持物及び室蘭線変電所等設備の老朽更新のほ

か、令和２年度に策定した踏切設備整備５ヵ年計画に基づく踏切の保安度向上対策を進め

る。 

また、列車の運休により日中の作業時間を確保する「線路集中メンテナンス日」を設定し、

集中的かつ効率的な修繕を実施し、設備の健全性の維持を図る。 

 

③ 自然災害対策の推進 

 

激甚化する自然災害への対策として、土砂崩壊や橋りょう洗堀対策などを実施するととも

に、高架橋等の耐震補強工事を進め、鉄道設備の強靭化を推進する。 

また、令和３年度冬期に発生した雪害による大規模輸送障害の再発防止に向け検討した札

幌圏大雪対策のトレースを実施するほか、除雪機械の増強等の設備強化を継続する。 

 

（２）経営基盤の強化 

 

① 収益の確保 

 

ア 鉄道事業 

 

 ａｆｔｅｒコロナの局面に即して行う「Ｎｅｗ Ｒａｉｌｌｉｆｅ」の取り組みを進める。

Ｋｉｔａｃａエリア拡大に合わせたチケットレス商品の拡大等の検討や、えきねっとの利

用促進及び会員拡大の取り組みの強化、指定席券売機や「話せる券売機」の活用など非対面・

非接触サービスの強化を図るほか、地域キャンペーンの充実、目的地の分散化、閑散期の需

要掘り起こしなどを推進する。また、ＪＲＥモールを活用した車両基地見学等の集客力ある

イベントの計画・販売を行う。引き続き車両の換気、除菌などの感染防止策を徹底し「安全・

安心・清潔」な鉄道輸送サービスを提供する。 
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 札幌圏輸送については、令和５年３月に開業した「北海道ボールパークＦビレッジ」にお

ける試合開催日の輸送力確保と試合終了時刻に合わせた臨時列車の運行を行うとともに、

同施設と連携した利用促進企画を検討するほか、引き続き「北海道日本ハムファイターズ」

とのタイアップ企画を実施する。また、「北海道ボールパークＦビレッジ」に隣接する将来

の新駅に関する関係者との協議を進める。都市間輸送については、利益の最大化を目指し、

需要変動に合わせた在来線のイールドマネジメント強化の準備を進める。国や道の支援を

受けた「はまなす編成」や「ラベンダー編成」、「Ｈ１００形（ラッピング車両）」を活用

した周遊企画や沿線自治体との連携した取り組み等を実施するほか、ＪＲ東日本や航空会

社などとの連携による鉄道利用促進を図る。さらに、観光列車により観光需要の創出を図る

ため「花たび そうや」号、「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ひとめぐり号」、「ＳＬ冬の

湿原号」等を運行するほか、新たなコースを設定した「ＴＨＥ ＲＯＹＡＬ ＥＸＰＲＥＳ

Ｓ」、ＪＴＢの実施する国内旅行キャンペーン「日本の旬」に合わせた団体臨時列車を運行

する。また、サイクルトレインについては、今後の展開拡大に向け昨年度に引き続き釧網線

において実証実験を実施するほか、他線区においても検討を進める。 

インバウンド施策については、海外現地プロモーションや海外メディア・インフルエンサ

ーの招請事業などによる北海道レールパスやエリアパスの販売促進を行うとともに、自社

ＳＮＳや、海外旅行会社のＷｅｂサイト等を活用した情報発信を継続して実施するほか、Ａ

ＴＷＳ（アドベンチャートラベル・ワールドサミット）開催を契機に、北海道鉄道旅への機

運の醸成を図る。 

 

イ 開発・関連事業 

 

 グループ会社と一体となって、不動産事業、ホテル事業及び小売業の収益拡大に努めると

ともに、札幌駅周辺再開発事業を着実に推進し、既存の事業の枠にとらわれず「事業ポート

フォリオの変革」を強力に進めていく。 

 

 不動産事業については、旧ホテルさっぽろ弥生用地（北３西１２地区）における住居及び

商業施設の複合開発計画の設計業務等を進めるとともに分譲マンションの工事に着手する。

桑園社宅用地における賃貸マンション工事を進めるとともに、分譲マンション・商業施設等

の開発計画の深度化を進める。また、当社オリジナルの賃貸マンションブランド「ジュノー

ル」及びサービス付き高齢者向け住宅「ブランＪＲ」の次候補地の検討を行う。 

 ホテル事業については、富良野や北海道新幹線札幌延伸時に新駅が開業する倶知安等の国

際的な観光地における新たなホテルブランドの開発、主要都市における宿泊特化型ホテル「Ｊ

Ｒイン」の新規出店に向けた検討を進める。 

 小売業については、札幌駅エキナカ開発の商業計画策定及び基本設計業務を進めるほか、

「北海道四季マルシェ」２号店出店を見込むとともに、道産の食材にこだわったプライベー

トブランド「ＤＯ３ＴＡＢＬＥ」の販路拡大を図る。 

さらに、当社の経営自立の核となる札幌駅周辺再開発事業については、商業・オフィス・

ホテルの運営計画の検討を深めるほか、札幌駅バスターミナル（北５西２）用地の一部取得

等を行う。また、市街地再開発組合において事業計画の策定を行うとともに、閉店後のエス

タの解体に着手する。 

 

② 鉄道オペレーションの変革 

 

 業務のＩＣＴ・ＡＩ等による省力化・省人化を推進する。 

具体的には、Ｋｉｔａｃａエリアを拡大するとともに、「北海道ＭａａＳ」の実現を視野
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にデータプラットフォームの開発を検討する。 

列車運行の省力化・省人化を進めるため、７３７系電車を導入しワンマン運転を拡大する。 

また、リプレイスした財務システムの活用により業務の効率化を推進する。 

オペレーターがサポートを行う「話せる券売機」の設置拡大や、線路閉鎖工事等の手続き

のシステム化の検討、ＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）を活用した踏切制御システム等

の技術的検討を進める。 

このほか、更なる安全確保に向け運転支援アプリの開発を進める。 

 

③ 業務運営の効率化と経費の削減 

 

安全の確保を大前提に、全社を挙げ業務運営の効率化や徹底的なコスト削減に取り組むな

ど最大限の自助努力を引き続き行う。 

 ご利用の少ない駅の見直し、副本線や不要ホーム等の使用頻度の低い設備の使用停止・廃

止を引き続き進めるとともに、複数工事の一括発注による工事費の削減に取り組むほか、業

務委託費等の削減を進める。 

あわせて、当社におけるコスト削減策のグループ会社への水平展開をより一層推進する。 

また、本社内における電子決裁システムの導入の検討や、業務へのＲＰＡの導入を進める

ほか、積算業務の簡素化、線路設備のデータ分析による検査方法・周期の見直しを検討し、

業務プロセスの変革をめざす。 

 

④ 財務基盤の強化 

 

 令和５年度も引き続き適切な資金調達により運転資金等を確保する。 

 また、札幌駅バスターミナル整備等の大規模設備投資については事業を円滑に進めるため、

有利な条件での資金調達に努める。 

 経営安定基金については、超低金利が続く厳しい運用環境の中、分散投資と運用手法の多

角化を行い確実かつ有利な運用を図り収益を確保するとともに、リスク管理を徹底する。  

 

（３）北海道新幹線の取り組み 

 

札幌駅新幹線駅舎工事に着手するほか、引き続き南北乗換こ線橋工事、新幹線高架橋増設

工事、耐震補強工事を進める。これら大規模工事の推進においては、昨今の物価高騰による

工事費の増加が大きなリスク要因であるとの認識のもと、工程や材料調達等の適切なコント

ロールに努める。 

東京～札幌間４時間半の実現をめざし、新函館北斗～札幌間における最高時速３２０ｋｍ

化の工事について、当社負担により建設主体である鉄道・運輸機構が実施する。 

また、新設した「第一類新幹線電気車運転講習課程」による新幹線運転士養成を実施する

ほか、社員の教育・養成、札幌開業時の在来線の輸送体系や業務運営体制等の検討を引き続

き行う。 

さらに、北海道と沿線自治体が進める並行在来線の在り方に関する検討に協力する。 

 

既開業区間である新青森～新函館北斗間においては、北海道新幹線の安全・安定輸送のた

め、青函共用走行区間において、日々の保守間合いでは老朽化が進行する地上設備の更新に

必要な作業時間が著しく不足することから、ＪＲ貨物をはじめとした関係機関と協議し、引

き続き必要な保守間合いを確保する。また、新幹線乗務員シミュレータを活用した訓練など

社員の知識と技能の向上に取り組む。冬期除雪体制について継続的に検討を行う。 
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 収益の確保については、ＪＲ東日本と共同での「ツガルカイセン」プロモーションを継続

して実施するほか、同社と連携した北海道新幹線のイールドマネジメントを実施する。引き

続き北海道新幹線を利用した修学旅行の獲得に取り組むとともに、旅行会社と連携した函館

新幹線車両基地見学等を組み込んだツアーを実施する。 

 このほか、新函館北斗～新青森間において実施している新幹線の速達性を活かした新幹線

荷物輸送の拡大を図る。 

  

（４）お客様満足度の向上 

 

駅・車両のバリアフリー化については、登別駅においてエレベーター新設工事等を推進す

るほか、２６１系特急車両の車椅子スペースを増設する。 

また、新幹線において座席での WEB 会議や通話が可能なワーク＆スタディ優先車両「ＴＲ

ＡＩＮ ＤＥＳＫ」へのリニューアルを進める。 

 さらに、インバウンド旅客に対する施策として、異常時等における駅や車内でのリアルタ

イムな放送案内、新型車両の導入によるワンマン列車の英語自動放送の導入線区拡大など、

継続して案内の充実に取り組む。 

また、「お客様の声」や令和４年度に実施したアンケート結果に対応し、サービス改善に

努める。異常時等における情報の収集・発信の強化など複数の部門に跨る課題について「Ｃ

Ｓ推進委員会」において解決に向けた取り組みを進める。 

 

（５）経営自立に向けた取り組み 

 

 北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する令和１３年度の経営自立に向け、当社単独では

解決困難な「当社単独では維持困難な線区」、「青函トンネルの維持管理」、「貨物列車との

共用走行」に関する課題に取り組む。 

  

 「当社単独では維持困難な線区」については、「鉄道よりも他の手段が適しており、利便

性・効率性の向上も期待できる線区」のうち留萌線（深川～石狩沼田間）は、令和８年３月末

の鉄道事業廃止後の代替交通の確保について関係自治体と協議を進める。根室線（富良野～

新得間）は、関係自治体とともに新たな交通体系の検討・準備を進める。また、「利用が少な

く鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区」については、監督命令における第２

期集中改革期間の最終年度となることから、引き続き地域の皆様のご協力のもと、アクショ

ンプランの着実な推進に加え、国の補助による調査・実証事業を活用し、その結果も踏まえ

「総括的な検証」を行うとともに「事業の抜本的な改善方策」を検討する。また、地域交通を

持続的に維持する仕組み等の構築に向けて、主体的に関係者と検討・協議を進める。このほ

か、令和４年度にオープンイノベーションの手法を活用し、募集した提案の事業化を進める。 

国家的プロジェクトとして建設された著大な施設である青函トンネルについては、トンネ

ル及びトンネル固有施設に係る修繕等の業務（付随事業）の役割・責任分担について今後も

関係者と協議を継続する。 

貨物列車との共用走行問題の解決に向けては、特定時期（ゴールデンウィーク、お盆、年

末年始）における青函トンネル区間での時間帯区分方式による最高時速２１０ｋｍの営業運

転に継続して取り組むとともに、特定時期の最高時速２６０ｋｍの営業運転にむけたシステ

ム改修工事を進める。さらに札幌開業後の共用走行区間の最高時速２６０ｋｍの営業運転実

施をめざし、実施可能な方策について関係者と検討・協議を進める。 

 

（６）人材の確保と育成 
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 人材はコストではなく会社の貴重な資産であるとの認識のもと、従業員エンゲージメン

トの向上のため、働き方の見直しや、働きやすい環境の整備、老朽化した地方の社宅・寮の

計画的な建て替え等を推進するほか、会社幹部と現場社員との膝詰め対話、社員からの意見

募集などにより社内コミュニケーションの充実を図る。特に喫緊の課題である若年退職対

策として、引き続き入社後５年目、１０年目の社員を対象としたセミナーを実施するほか、

系統間の異動や自己都合退職者を対象とした再雇用などを進める。 

 企業活力の向上を図るため「ＪＲ北海道健康経営宣言」及び「健康経営計画２０２３」に

基づく健康経営の取り組みを継続的に推進するとともに、年次有給休暇の積極的な取得を引

き続き慫慂するなど、社員の健康の維持・増進を持続的に図る。また、引き続き女性社員の

活躍に向けて取り組むなどダイバーシティを推進する。 

「ＪＲ北海道 安全の再生」の考え方や、作られた背景の理解を促し浸透を図るとともに、

石勝線列車脱線火災事故と函館線大沼駅構内貨物列車脱線事故の反省と教訓を風化させない

ため、「安全研修館」を活用した安全研修（第３期）を実施する。 

  また、社員研修センターにおける実習設備や実習線、各種シミュレータを活用した実践的

な集合研修により専門技術の習得を図る。 

 

（７）社会への情報発信と地域貢献・連携、カーボンニュートラルへの取り組み 

 

 経営改善の取り組み、線区別収支などの経営情報や安全・コンプライアンスの取り組みに

関する情報等について、当社ホームページや各種報道媒体などを通じて積極的に公開・発信

する。 

 また、第三者委員会である経営改善委員会において当社の経営改善に関する取組状況につ

いて指導を受け、意見を経営に反映させる。 

 ＪＲ札幌病院においては新型コロナウイルス感染症への積極的な対応など、地域に根ざす

基幹的な総合病院として地域に貢献する。 

地域との連携強化については、８線区で策定した第２期アクションプランを地域の皆様と

一体となり推進するとともに、北海道や関係市町村への丁寧な情報提供や、単独維持困難線

区に関する線区データの公表を継続する。 

令和３年度に策定した「ＪＲ北海道グループ カーボンニュートラル２０５０」の取り組

みを推進してＣＯ２排出量を縮減する。また、廃棄物の削減等の環境保全活動にも継続して

取り組むほか、経営安定基金の運用プロセスにおいてＥＳＧ要素を考慮したＥＳＧインテグ

レーション手法を取り入れる。 

 

（８）コンプライアンスの徹底に向けた取り組み 

 

グループ会社を含めた社員を対象としたコンプライアンスアンケートの結果を踏まえた研

修や社内報を活用した啓発を行うことにより、グループ全体の意識改革、内部統制の強化を

図る。 

また、グループ全体で不祥事対策やハラスメント対策を進めるとともに、内部通報制度に

おいて重要な役割を担う「ＪＲ北海道グループコンプライアンス相談窓口」が効果的に機能

するよう引き続き周知に努める。 

重大なコンプライアンス違反事象については、社外委員をメンバーに含む「コンプライア

ンス委員会」を開催し、原因の究明、再発防止策及びその進捗状況等について、第三者の視

点を取り入れ検証を行い、対策に反映する。 
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２．鉄道輸送に関する計画 

 

（１）基本的な方針 

 

令和５年３月のダイヤ改正で見直した輸送体系を基本とし、臨時列車の運転や増結により

需要に応じた弾力的な列車運行を行う。また、新型車両の導入などにより、お客様の利便性

を向上し、鉄道利用の回復を図る。 

 

（２）令和５年度の鉄道輸送量の見通し及びこれに対し設定する運行量 

 

輸 送 量 の 見 通 し 列 車 の 運 行 量 

輸 送 人 員 輸 送 人 キ ロ 列 車 キ ロ 車 両 キ ロ 

１１７百万人 ３,４４０百万人キロ ３１百万キロ １２９百万キロ 

 

（注）上記の数値は、コロナ禍の影響を加味しているが、今後の動向等により変動す

る場合がある。 
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３．鉄道施設の整備に関する計画 

 

 鉄道の安全確保を最優先に取り組み、鉄道施設等の安全性を向上させるため、軌道強化や

高架橋の耐震補強、車両の新製など安全基盤の強化に係る設備投資を着実に進めるほか、令

和４年２月の記録的な大雪の影響による雪害を踏まえた対策として、排雪モータカーロータ

リーやポイントヒーター等の導入により、冬期の安定輸送を確保する。 

また、駅のバリアフリー化や「話せる券売機」の設置拡大、Ｋｉｔａｃａエリア拡大、札幌

駅バスターミナル（北５西２）整備を進め、旅客サービスの向上を図るほか、経営自立に向

け業務システムの改修など生産性の向上に資する設備の整備を進める。 

「省力化・省人化に資する支援」を有効活用し、経営基盤の強化に向けてシステムチェン

ジを積極的に進める。 

 

区   分 施 設 の 整 備 の 概 要 

（輸送設備の維持更新） 

 老 朽 設 備 取 替          

 

 

 

 保 安 ・防災 対 策          

 

 

 

 

 安 定 輸 送 対 策          

 

 

・電気設備、排雪モータカーロータリー等の線路保守用機

械の取替 

・駅舎、旅客上家、運転所等の鉄道事業建物の改修 

・運行管理システムの取替 

・ポイントヒーターや除雪機械等の増強 

・落石防護設備、土砂止設備等の線路防災設備の整備 

・電気ケーブルのコルゲート化 

・高架橋等の耐震化 

・踏切事故防止のための踏切保安設備の整備 

・橋マクラギ合成化、重軌条化、ロングレール化等の軌道 

 強化対策の推進 

・配電線路の改修 

（経営の体質改善） 

 業務運営方式の改善 

 技術開発・その他          

 

 

・駅のバリアフリー化 

・「話せる券売機」の設置拡大 

・Ｋｉｔａｃａエリアの拡大 

・札幌駅バスターミナル（北５西２）整備 

（輸送力整備）  

・札幌駅南北乗換こ線橋の新設 

・新幹線車両基地の設備増強に向けた設計 

（車   両）  

・７３７系電車の新製 

・Ｈ１００形電気式気動車の新製 

・電車・気動車の重要機器の取替 

・車両検査機器等の導入 

  



 

 

 

（添付資料１） 

                 令 和 ５ 年 度 資 金 計 画 書 

                                                                 （単位：億円） 
 

区                        分 金         額 

    Ⅰ．資 金 収 入 

 

        １．営 業 的 収 入 

          （１）営 業 収 入 

          （２）一 般 営 業 外 収 入 

          （３）経営安定基金運用収入 

     （４）鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息  

 

        ２．資 本 的 収 入 

          （１）借 入 金 

          （２）社 債 

     （３）助 成 金 （ 支 援 ） 

          （４）そ の 他 の 資 本 的 収 入 

 

        ３．前 年 度 よ り の 繰 越 金 

 

                         計 

 

 

    Ⅱ．資 金 支 出 

 

        １．営 業 的 支 出 

          （１）営 業 支 出 

          （２）営 業 外 支 出 

 

        ２．資 本 的 支 出 

          （１）設 備 投 資 

          （２）そ の 他 の 資 本 的 支 出 

 

        ３．そ の 他 

 

        ４．翌 年 度 へ の 繰 越 金 

 

                         計 

 

 

        １，２２０ 

            ７９４ 

             ４９ 

            ３２２ 

              ５５ 

 

            ３４０ 

            １３３ 

               － 

            １７２ 

              ３５ 

 

            ４１１ 

 

        １，９７１ 

 

 

 

 

        １，２５０ 

        １，２２７ 

              ２３ 

 

            ６５６ 

            ２７７ 

            ３７９ 

 

      △      １ 

 

          ６６ 

 

        １，９７１ 

 



 

 

 

（添付資料２） 

                  令 和 ５ 年 度 収 支 予 算 書 

                                                                 （単位：億円） 
 

             区                        分      金         額 

 経  常  損  益  の  部 

 

   （営  業  損  益  の  部） 

       Ⅰ．鉄 道 事 業 営 業 利 益 

           １．営 業 収 益 

             （１）運 輸 収 入 

             （２）そ の 他 収 入 

           ２．営 業 費 

             （１）業 務 運 営 費 

             （２）諸 税 

             （３）減 価 償 却 費 

           鉄 道 事 業 営 業 利 益 

 

       Ⅱ．そ の 他 事 業 営 業 利 益 

           １．営 業 収 益 

           ２．営 業 費 

             （１）業 務 運 営 費 

             （２）諸 税 

             （３）減 価 償 却 費 

           そ の 他 事 業 営 業 利 益 

 

       全 事 業 営 業 損 益 

 

   （営  業  外  損  益  の  部） 

       Ⅲ．  営 業 外 損 益 

       Ⅲの２．経 営 安 定 基 金 運 用 益 

       Ⅲの３．鉄道建設･運輸施設整備支援機構特別債券受取利息  

 

        経 常 利 益 

 

 特  別  損  益  の  部 

 

       Ⅰ．特 別 損 益 

 

       税 引 前 当 期 純 利 益 

       法 人 税 等 

       当 期 純 利 益 

 

 

 

 

            ７３３ 

            ６４８ 

             ８５ 

        １，４０７ 

        １，１９４ 

              ３２ 

            １８１ 

     △     ６７４ 

 

 

              ６１ 

              ３３ 

              １８ 

                ７ 

               ８ 

              ２８ 

 

     △     ６４６ 

 

 

              ３０ 

            ３２２ 

              ５５ 

 

   △   ２３９ 

 

 

 

           １５０ 

 

     △    ８９ 

     △         ７ 

     △    ８２ 

 
 

  



 

 

 

（参考資料） 

令 和 ５ 年 度 設 備 投 資 計 画 

 

                                                             （単位：億円） 

 

             区                        分 

 

     金         額 

 

 

       輸 送 設 備 の 維 持 更 新               

 

 

           １１４ 

   

             ７０ 

             ３４ 

              ９ 

            １ 

 

             ７６ 

                       老 朽 設 備 取 替            

                       保 安 ・ 防 災 対 策            

                       安 定 輸 送 対 策            

                       環 境 保 全            

 

       経 営 の 体 質 改 善               

   

             ６３ 

             １３ 

 

             １３ 

                       業 務 運営方 式 の改善            

                       技 術 開 発 ・ そ の 他            

 

       輸 送 力 整 備               

   

              １ 

             １２ 

              － 

              

            ５６ 

                       大 都 市 圏 輸 送            

                       新 幹 線 輸 送            

                       幹 線 輸 送             

 

       車 両               

          

 

               ６ 

     

       総 係 費               

   

 

           ２６５ 

 

 

       合 計               

 

 


